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（2） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

浄水器協会（JWPA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を

改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規格で

ある。これによって，JIS S 3241:2015 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本産業規格          JIS 
 S 3241：2022 

家庭用浄水器 

Household water purifiers 

1 適用範囲 

この規格は，ろ材を用いて水道水中の溶存物質，濁りなどを減少させる機能をもつ水処理器具のうち，

主に家庭用に使用する浄水器（以下，浄水器という。）について規定する。ただし，ろ材として逆浸透膜（逆

浸透膜モジュール）を使用した浄水器，及びサーバー形浄水器は除く。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7505-1 アネロイド型圧力計－第 1 部：ブルドン管圧力計 

JIS S 3201 家庭用浄水器試験方法 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS S 3201 による。 

3.1 

連続式浄水器（I 形） 

浄水がタンクなどに貯留されることなく浄水器から連続的に供給されるもののうち，水圧が常時浄水器

に作用するもの 

3.2 

連続式浄水器（II 形） 

給水栓などに接続して使用する浄水器で，得られた浄水がタンクなどに貯留されることなく浄水器から

連続的に供給されるもののうち，給水栓，その他の末端給水器具の二次側に取り付けて水圧が常時浄水器

に作用しないもの 

3.3 

アンダーシンク形浄水器 

連続式浄水器で，浄水器本体を流し台などの下に取り付けるもの 

3.4 

蛇口直結形浄水器 

連続式浄水器（II 形）で，使用者が給水栓などの先端に浄水器本体を直接取り付けるもの 

3.5 

据置形浄水器 


